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●
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１
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（
火
）

　

〜
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。
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在
住
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方
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１
家
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２
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で
。
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込
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は
抽
選
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◆ゆずってほしい

◆ゆずりたい ※有料希望は受け付けません

不用品登録状況（12月17日現在)

●家具・インテリア・電化製品・楽器
　ダブルベッドマット、洋服ダンス
　ローテーブル、二人がけソファー
　ドレッサー（小）、学習机・椅子一式
　電子オルガン、キーボード、柱時計
●その他
　室内用ステッパー、ストーブガード
　スキーセット、学生服冬用上下、製図版
　ルームランナー

●お母さん・お子さん向け
　新生児用チャイルドシート
　幼児用チャイルドシート（ベスト型、通常型）
　赤ちゃん用ローチェア
　赤ちゃん用階段侵入防止柵
　赤ちゃん用ストーブガード
　ベビーカー、ベビー服
　ベビー用品一式、子ども服、木製すべり台
　ジャングルジム、二人乗り用ブランコ
　子供用乗用おもちゃ(ダンプ・ショベルカーなど)
　子ども用マウンテンバイク、バギー
　130㎝男子用衣料品全般
●家具・インテリア・電化製品・楽器
　ダイニングテーブル一式
　コーナーソファー、整理ダンス、掃除機
　洗濯機、炊飯器、ガス台、加湿器
　除湿機、テレビ、ＤＶＤデッキ
●その他
　スクーター、自転車
　スケートボード、レコード、米びつ
　冬用毛布（シングル・ダブル）、人台
　綿くり機、竹製苗運びかご
　農業用手押し式溝切り機、大八車

　借金の返済が困難な状態になってしまったら、できるだけ
早い時期に弁護士などの専門家に相談し、生活の立て直しを
図ることが大切です。
　債務整理は「自己破産」「民事再生」「特定調停」「任意
整理」など、借金の額だけではなく、資産や収入、今後の生
活設計などにより、その人に合った方法を選ぶ必要がありま
すので、その借金の状況を細かく確認することが重要です。
　最近では、テレビやラジオのＣＭなどで「借金問題無料相
談」をご存じかと思いますが、日本弁護士連盟のガイドライ
ンでは「弁護士による直接面談」を定めておりますので、遠
方の法律事務所を利用する際は、その旨ご承知のうえご利用
ください。
　また、ヤミ金や悪質業者などが「債務整理をしません
か？」「過払金を請求しませんか？」などと電話勧誘をして、
費用だけをだまし取ることや、借金の一本化をうたってさら
に貸し付けを行う被害などもあります。借金問題の相談は、
必ず公の機関を利用されることをお勧めします。
　債務整理を行う際は、個人でできるものもありますが、弁
護士や司法書士（額によってできない場合もあります。）に
依頼して行うので、その費用を心配する方も少なくないと思
われます。県では「多重債務相談センター」を設置しており、
同センターの紹介した弁護士に依頼した場合、費用の分割払
い、または「法テラス（弁護士費用の一時立て替えなど）」
の利用を原則としていますので、支払が困難な方でも安心し
て債務整理ができるようになっています。
　また、消費生活センターでも多重債務相談を受け付けてい
ます。相談員が丁寧に事情を聴き、解決方法のアドバイスを
行い、債務整理が必要な場合には、多重債務相談センターを
通して弁護士や司法書士会（相談窓口）を紹介していますの
で、手続きや面談もスムーズに行うことができます。
◎弁護士などに引き継ぐ際に、本人の了解を得て情報を伝え
　る場合などを除いては、相談内容が外部に出ることは決し
　てなく、秘密は厳守されます。
◎多重債務（借金）の問題は必ず解決できます！
　弁護士などに債務整理を依頼すると、借金の取り立てが止
　まります。取り立てが止まれば、落ち着いて生活の再建に
　ついて考える余裕ができ、家族や弁護士などと時間をかけ
　て相談ができます。
◎消費生活センターや多重債務相談センターでの相談料は無
　料です。隠し事をすると解決が長引きます。一人で悩まず
　勇気を出して、安心してご相談ください。

大 田 原 市 消 費 生 活 セ ン タ ー 情 報大 田 原 市 消 費 生 活 セ ン タ ー 情 報

○品物は消費生活センターには置いてあり
　ません。センターに連絡をいただいた後
　は、相手方を紹介し、個人間のやり取り
　となります。
○お互いの話し合いにより、原則として無
　料で受け渡しをお願いします。有料希望
　は受け付けません。
○トラブルを防ぐため、内容変更や結果（成
　立・不成立など）をセンターにご連絡く
　ださい。
○連絡がない場合は、登録日から６か月で
　登録抹消いたします。

不用品受け渡しに関する注意事項

■問い合わせ
　大田原市消費生活センター
　　大田原市住吉町１－９－３７
　　　　（２３)６２３６
　《受付時間》平日  午前９時～正午
　　　　　　　　　午後１時～４時

借金でお困りの方、ひとりで悩まずまず相談を
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